
令和５年度　釧路市地域包括支援センター　自己評価結果まとめ

（１） 事業を適切に運営するための体制構築

（２） 職員の確保・育成

(３) 利用者が相談しやすい相談体制の構築

（４） 個人情報の保護

■よく出来ている（9割以上） ■出来ている（8～9割達成） □一部出来ている（5～8割達成） 出来ていない（5割以下）

資料３
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7

6

6

7

7

1

1

6.市から配置を義務付けられている職員を配置している。

7.全ての職員に対して、センターまたは法人が、職場での仕事を離

れての研修（Ｏｆｆ-ＪＴ）を実施している。

8.センター内で研修を受けた内容を共有できる機会（伝達研修等）

を設けている。

9.各専門職員（特に地域支援コーディネーター、認知症地域支援推

進員、生活支援コーディネーター）が業務に専任し、業務の遂行に

当たり包括内で協力する体制がとられている。

10.職員間でのミーティングを定期的に行うなど、情報を共有してい

る。

11.職場におけるハラスメントにより職員の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化や周知・啓発及び相談体制の整

備等必要な措置を講じている。

7

7

12.夜間・早朝、平日以外の窓口（連絡先）を設置し、住民にパンフ

レットやホームページ等で周知している。（電話転送含む）

13.パンフレットの配布など、センターの周知を行っている。

7

7

7

7

7

14.個人情報保護に関する市の取扱方針に従って、セン

ターが個人情報保護マニュアル（個人情報保護方針）を

整備している。

15.個人情報が漏えいした場合の対応など、市から指示

のあった個人情報保護のための対応を、各職員へ周知

している。

16.個人情報の保護に関する責任者（常勤）を配置して

いる。

17.個人情報の持出・開示時は、管理簿への記載と確認

を行っている。

18.情報開示のためのルールを定めている。
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7

7

7
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1.市が定める運営方針の内容に沿って、事業計画を策定している。

2.年度計画を、職員からの意見も聴収し包括内で協議の上作成し

ている。

3.事業計画の策定に当たり、市と協議し市から受けた指摘があった

場合には、これを反映させている。

4.該当年度の地域包括支援センター運営方針、および事業計画書

が職員に周知され、理解されている。

5.地域の課題を把握し、全職員が共通認識のもと課題解決のため

の活動を行っている。（自分の地域の課題を認識している）

【5】

・地域ごとの状況や

出来事を職員間で共

有し、地域ケア推進

会議で住民と共に地

域課題を協議してい

る。常に活動の根拠

として地域課題を意

識している一方で、完

璧にはできない項目

でもある。

・担当者として、もっと

取り組んでいきたい

思いがある。

【8】

・多忙により伝達研修

が実施できず、資料

の回覧で終わってい

た。

【9】

・担当者不在時は、

他職員によるヘルプ

体制はあるものの、

業務に専任させてあ

げられているか、とい

う点で疑問が残った。



令和５年度　釧路市地域包括支援センター　自己評価結果まとめ

（５） 利用者満足度向上のための相談・苦情体制の整備

（６） 総合相談支援
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19.相談記録等を適切に保管・管理している。（施錠可能な

保管庫で個人情報を適切に管理している）

20.利用者に苦情受付の担当者・責任者がわかるように表

示されている。

21.市の方針に沿って、苦情対応を整備し苦情内容や苦

情への対応策について記録している。

22.相談者のプライバシー確保に関する市の方針に沿っ

て、プライバシーが確保される環境を整備している。（相談

室の確保）

23.センター長は各職員の報告、相談に乗り、業務が円滑

に行われるような体制づくりなど配慮している。

24.センター長が不在の場合の連絡・対応体制が整備され

ている。
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25.地域における関係機関・関係者のネットワークについ

て、構成員・連絡先・特性等に関する情報をマップまたはリ

ストで管理している。

26.相談に速やかに対応するなど、信頼関係の構築に努め

ている。

27.タイムリーな訪問を実施し、状況の把握に努めている。

28.緊急性の判断や関係機関へのつなぎなど適切な支援

を行い、相談内容は記録に残している。

29.支援を終了する場合においても、センター長等と協議す

るなど適切に対応している。

30.地域活動に積極的に取り組み、地域包括支援センター

の周知啓発に努めている。

31.担当地域内の住民ニーズや課題を把握するための取り

組みを行い、把握した内容をセンター内で共有している。

32.担当地域にあるインフォーマルサービス等を把握し、職

員が共有している。（紙または電子媒体により管理されて

いる）

33.地域密着型サービス事業所との連携を図り、地域にお

けるネットワークの構築に努めている。

■よく出来ている（9割以上） ■出来ている（8～9割達成） □一部出来ている（5～8割達成） 出来ていない（5割以下）

【22】

・建物の構造上、個

室が2つしかない。

3件目の相談が同

時に来た際、ス

ペースの確保が十

分ではない。

【24】

・各専門職が各々

の分野の業務を

担っているが、分

類ができない業務

について、現在、主

任がいないことで

完全に整備できて

いるとは言えない。

【25】

・確認が追い付いて

いない部分がある。

【29】

・1回/週、ケース伝

達の場を設けてい

るが、網羅されてい

るかと言われれば、

そうではないかもし

れない。

【31】

・個別ケア会議、推

進会議を実施し、共

有しているが、個別

会議を規定の回数

実施できていない。

・地域課題の集積

を行っているが、地

域の細やかなニー

ズの把握にまでは

至っていず、情報の

更新が間に合って

いない。



令和５年度　釧路市地域包括支援センター　自己評価結果まとめ

（７） 権利擁護
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34.センターまたは市が開催する高齢者虐待防止に関す

る情報共有、議論及び報告等を行う会議において、高齢

者虐待事例への対応策を検討している。

35.高齢者虐待や権利擁護の対応が必要なケースを早

期発見・早期対応できるよう高齢者虐待を防ぐための普

及啓発の取り組みを行っている。

36.通報または相談を受けた際に、速やかに包括内での

協議を行い、職員間での情報の共有がなされている。

（担当者が不在でも対応できる）

37.虐待の通報または相談を受けた際に、高齢福祉担当

へ報告し、緊急性の判断、情報収集のための役割分担

（コア会議の開催等）を速やかに（48時間以内）行うこと

に努めている。

38.高齢者本人のみでなく、養護者への支援を適切に

行っている。

39.虐待事例以外の処遇困難ケースについても、包括内

で対応方法の検討がされ、ケースの情報についても共

有されている。（担当者が不在でも対応できる）

40.包括職員が、成年後見制度や日常生活自立支援事

業など権利擁護に関する知識を有し、適切に支援できる

よう職員研修等のスキルアップの機会を設けている。

41.包括が直接支援していない事例についても、定期的

に状況確認を行うなど、居宅・事業所と必要に応じ適切

な連携を図っている。（事業所まかせにしていない）

42.定期的に支援状況の評価を行い、終結の判断も高齢

福祉担当とともに行っている。終結のための評価会議を

開催している。

43.虐待事例が終結後、対応についての振り返りを包括

内で行っている。

44.消費者被害に関し、センターが受けた相談内容につ

いて、消費生活に関する窓口や警察等と連携し対応す

る体制ができている。

45.消費者被害に関する情報を、民生委員・介護支援専

門員・ホームヘルパー等へ情報提供する取り組みを行っ

ている。

■よく出来ている（9割以上） ■出来ている（8～9割達成） □一部出来ている（5～8割達成） 出来ていない（5割以下）

【45】

・関係機関(介護

支援専門員、ヘル

パー等)への周知

が十分ではなかっ

た。



令和５年度　釧路市地域包括支援センター　自己評価結果まとめ

（８） 包括的・継続的ケアマネジメント支援

（９） 地域ケア会議
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46.担当する日常生活圏域における居宅介護支援事業所の

データ（事業所ごとの主任介護支援専門員・介護支援専門員

の人数等）を把握している。

47.介護支援専門員からの個別相談に対して、適切に支援を

行い、相談の経過が包括内で共有できる体制となっている。

48.担当圏域の介護支援専門員のニーズに基づいて、多様な

関係機関・関係者（例：医療機関や地域における様々な社会

資源など）との意見交換の場を設けている。

49.介護支援専門員を対象にした研修会・事例検討会等の開

催計画を年度当初に指定居宅介護支援事業所に示している。

(データまたは紙面で提供）

50.介護支援専門員同士のネットワークを構築するためや、資

質向上等を目的とした介護支援専門員連絡会議を年２回行っ

ている。（ＧＷや座談会の開催など）

51.介護支援専門員に対するアンケート・意見収集等について

の市からの情報提供や、市町村による研修会の内容等を踏ま

え、地域の介護支援専門員のニーズや課題に基づく事例検討

会や、個別事例を検討する地域ケア会議等を開催している。

52.介護支援専門員が円滑に業務を行うことができるよう、地

域住民に対して介護予防・自立支援に関する意識の共有を図

るための出前講座等を開催している。

53.必要に応じ、高齢福祉担当や医療機関等の関係者と連携

をとりながら支援を行っている。
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54.センター主催の地域ケア会議の運営方針を、センター職

員、会議参加者、地域の関係機関に対して周知している。

55.地域ケア会議（個別・推進）開催への取り組みを行い、

規定回数開催している。（困難ケースの検討時、個別会議

開催について介護支援専門員等と協議を行っている。）

56.センター主催の会議において、多職種と連携して自立支

援・重度化防止等に資する観点から、個別事例の検討を行

い、対応策を講じている。

57.センターが主催の会議において、市から示された地域ケ

ア会議における個人情報の取扱方針に基づく対応策を講じ

ている。

58.センター主催の地域ケア会議において、議事録や検討

事項をまとめ、参加者間で共有している。

59.地域ケア会議で検討した個別事例についてその後の変

化等をモニタリングしている。

60センター主催の地域ケア会議における検討事項をまとめ

たものを、市町村に報告している。

■よく出来ている（9割以上） ■出来ている（8～9割達成） □一部出来ている（5～8割達成） 出来ていない（5割以下）

【52】

・出前講座

の依頼が

なく未実施

であったが、

通信等で

制度等の

周知はし

ている。

【55】

・規定の回数

が実施できな

かった。

【59】

・モニタリング

が遅れること

があった。



令和５年度　釧路市地域包括支援センター　自己評価結果まとめ

（１０） 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援

（１１） 在宅医療・介護連携
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61.自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメント

に関し、市から示された基本方針を、センター職員及

び委託先の居宅介護支援事業所に周知している。

62.介護予防ケアマネジメント・介護予防支援のケアプ

ランにおいて、保険給付や介護予防・生活支援サービ

ス事業以外の、多様な地域の社会資源を位置づけた

ことがある。

63.利用者のセルフマネジメントを推進するため、市町

村から示された支援の手法を活用している。

64.介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委託す

る際の事業所選定について、市から示している公平

性・中立性確保のための指針を遵守している。

65.介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委託し

た場合は、台帳への記録及び進行管理を行ってい

る。

66.事業対象者(基本チェックリスト該当者）の名簿を適

切に管理し、速やかに対応している。

67.事業対象者（基本チェックリスト該当者）へ適切なア

セスメントを実施し、対応記録を作成している。

68.事業対象者（基本チェックリスト該当者）で、事業に

参加しない方へもフォローを行っている。

69.基準を遵守した適正な対応記録とするための確認

体制がとれている。

70.短期集中予防サービス利用後は、ケアプランを評

価し、適切なサービスへの支援につなげている。

7

7

71.医療関係者と合同の事例検討会、講演会、勉強会等に参加し

ている。

72.在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口に対して、相談

を行う体制ができている。

■よく出来ている（9割以上） ■出来ている（8～9割達成） □一部出来ている（5～8割達成） 出来ていない（5割以下）

【63】

・早急にサービス利用

が必要なケースで、初

回のアセスメントに十

分な時間をかけられな

かった。

【70】

・終了者への支援は

行っているものの、定

期的な通所にはつな

がらなかったケースが

数名いた。



令和５年度　釧路市地域包括支援センター　自己評価結果まとめ

(１２) 認知症高齢者支援

(１３) 生活支援体制整備

(１４) 届出・報告等

(１５) 緊急時の体制整備

※

※
＊１

＊2
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73.認知症に関する相談窓口であることを地域住民に周

知している。

74.専門機関（病院など）や地域から認知症と思われる方

の相談に対して、継続的に支援を行っている。

75.認知症初期集中支援チームと訪問支援対象者に関

する情報共有を図っている。

76.認知症サポーター養成講座等の開催、パンフレット等

の活用や作成など認知症に関する知識の普及啓発を

行っている。

77.地域における認知症に関する協力体制の構築を図っ

ている。（SOSネットワーク模擬訓練など）

78.包括職員の認知症支援に関する対応力向上に向け

たケース検討等を行っている。
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79.生活支援コーディネーター・協議体と、地域におけ

る高齢者のニーズや社会資源について協議を行って

いる。

80.釧路市公認介護予防サポーターと協働し、介護予

防継続教室の運営支援を適切に行っている（担当者

が不在時でも対応できる）。

81.既存の地域資源を整理・確認し、連携・協働する組

織・団体や人材を把握している。

82.おたっしゃサービスや住民運営の通いの場等、地

域に不足しているサービスの創出に向けた取り組み

を行っている。

83.釧路市公認介護予防サポーター講座や、ご近所ボ

ランティア講座などへの協力を行っている。

84.定期的に介護予防継続教室やおたっしゃサービス

の実施状況の評価や、効果測定のための取組みを

行っている。

7

6 1

85.職員の変更等、変更届出書を速やかに提出している。

86.月報や報告書等を定められた期日内に提出している。

■よく出来ている（9割以上） ■出来ている（8～9割達成） □一部出来ている（5～8割達成） 出来ていない（5割以下）

6 1
87.災害発生時に、初動期災害マニュアルに基づき活動する体制が

整備されている。

【81】

・情報把握に努めて

いるが、情報の整理

等で不足がある。

【82】

・既存の団体との関

係を築き、新たな場

の創出に向け動いて

はいるものの十分と

は言えない。

【86】

・提出が遅れたこ

とがあった。

【87】

・マニュアルは

作成したものの

職員との共有が

十分ではない。


